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弊社製品における原材料としての使用および表記について 

 

平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。  

この度、弊社製品を貴社商品の原材料としてご使用いただく際の、取り扱いおよび表記につきまし

て、 あらためて下記のとおりご案内申し上げます。 

 

（１） 弊社製品を原材料として使用する場合 

●原材料への使用は可（ただし表記は不可） 

弊社製品は、貴社が製造・販売される商品の原材料の一部としてご使用いただけます。  

特別な許可は不要でございますが、買い占め等の行為はご遠慮ください。  

お菓子作りや塩漬け、飲食店での調理など、幅広い用途でご活用いただいております。 

● 詰め替え・再包装・再加工による販売の禁止 

弊社製品を詰め替え、再包装、再加工等を行い、貴社商品として販売することは固くお断りしてお

ります。 （※品質管理および表示の適正化の観点からのお願いです） 

 

（２）弊社に関する表記について 

原材料としての使用は問題ございませんが、 弊社に関連する表記はご遠慮ください。 

● 具体例 

貴社商品のパッケージ、ウェブサイト、広告・販促物等に、弊社名・弊社ロゴ・弊社商品名・商品

画像・製造に関する事項等、消費者の目に触れる物すべてが対象となります。 

（※表記に関する特別な契約がある場合は、この限りではございません。） 

 

（３）表記をご遠慮いただく理由 

●誤認の防止（景品表示法） 

弊社名や商品名を表示することで、「貴社商品の品質や販売に、弊社が関連や保証をしている」 と

消費者が誤認する可能性がございます。 誤認表示は景品表示法に抵触するおそれがあるため、 

事前に誤解を防ぐ目的でお願いしております。 

● 両社のブランドイメージの保護 

弊社が関与していない商品に弊社名が使用されることで、双方のブランドイメージに影響が生じる

懸念がございます。お互いのブランドを守るためご理解ください。 

● 品質管理責任の明確化 

最終製品の品質責任は貴社にございます。  

弊社名を表示することで、品質責任の所在が不明確になることを未然に防ぎます。 

以上   
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